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令和３年１月 第１回神埼市農業委員会総会 議事録 

 

１ 開催日時  令和３年１月６日（水）午前９時３０分開会 

２ 開催場所  神埼市中央公民館１階 第１研修室 

３ 出欠者の状況 

出席委員 １３名 

欠席委員  ０名 

農地利用最適化推進委員 １６名 

傍聴人   ０名 

議席番号 役職 氏名 出欠 

１ 会長 西村 睦雄 出 

２ 副会長 末吉 利文 出 

３ 委員 城野 芳春 出 

４ 委員 野田  豊 出 

５ 委員 八谷  敏 出 

６ 委員 中原 和之 出 

７ 委員 樋口 光輝 出 

８ 委員 國部 善典 出 

９ 委員 森田 壽春 出 

１０ 委員 福田 省二 出 

１１ 委員 田淵 晃敏 出 

１２ 委員 真島  満 出 

１３ 副会長 吉浦 文雄 出 

 

４ 議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

５番 八谷 敏委員 ７番 樋口光輝委員 

 

日程第２ 会議書記の指名 

事務局長 山口秀利  係長 大隈裕次 

 

日程第３ 付議事件 

議案第１号 農地転用許可後の事業計画変更承認および農地法第５条の規定に

よる許可申請について １件 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について ４件 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について ３件 
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議案第４号 農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画 所有権移転関係について １件 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画 利用権設定関係について １４件 

議案第６号 空き家等に付随する農地の農地区域の指定について １件 

議案第７号 非農地通知の発出について １件 

議案第８号 非農地判断について １件 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について ８件 

 

５ 説明のため出席した職員 

【農業委員会事務局職員】 

事務局長  山口秀利 

農政農地係 係長 大隈裕次 

 

６ 会議の概要 

（開会） 

事務局長 

新年おめでとうございます。 

本日はご多忙の中、本総会に委員および最適化推進委員の皆さんにご出席を

賜り、誠にありがとうございます。 

皆さまにおかれましては、日頃の体調管理や新型コロナウイルス感染防止に

心掛けていただきますよう、お願い申し上げます。 

本日の総会も、新型コロナウイルス感染防止対策に努めて開催いたしますの

で、円滑な議事の進行について、ご理解とご協力をお願いいたします。 

それでは、着席して、議事を進めさせていただきます。 

令和３年 第１回神埼市農業委員会総会の開催にあたり、会長よりご挨拶をお

願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

会 長 （会長より、適宜ご挨拶をお願いします。） 

 あらためて、皆さまおめでとうございます。 皆さまにおかれてはどんな新

年を迎えられたでしょうか。 皆さん、ご家族ともども希望を持って、地域で

もその希望をつかんでいけるような、そのような年になればいいなと思ってお

ります。 本日は本当にお忙しい中お集まりいただきまして、大変ありがとう

ございます。 

それでは、令和３年 第１回 神埼市農業委員会総会を開会します。 

 

（総会の成立） 

事務局長 

本日の出席委員は１３名、全員出席でございます。 また、農地利用最適化

推進委員１６名にご参加いただいています。 ありがとうございます。 

定足数に達しておりますので、本日の総会は成立いたします。 
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（議長登壇） 

事務局長 

これより議事に入りますが、神埼市農業委員会会議規則第６条の規定により、

会長に議長をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 

 

議 長 

それでは、お手元の総会次第に沿って、議事を進めます。 

○日程第１ 議事録署名委員の指名 

神埼市農業委員会 会議規則 第２１条第３項の規定に基づき、本総会の議事

録署名委員は、５番 八谷委員と 7番 樋口委員を指名します。 よろしくお願

いします。 

 

議 長 

○日程第２ 会議書記の指名 

本日の会議の書記は、事務局の山口局長、大隈係長を指名します。 

 

議 長 

○日程第３ 付議事件 

これにつきましては、お手元にあります、議案第１号から議案第８号までの 

８議案の２６件と、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確

認の ８件です。 ご審議、ご決定賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

議 長 

只今から議事に入りますが、質問のある方は、挙手をして、指名を受けてか

ら、必ずマイクを通して議席番号、お名前の後に発言されるようお願いします。 

 

 

（議案第１号、受付番号１番の申請者が入室、着席を確認） 

（議案第１号 許可後の事業計画変更承認および農地法第５条関係） 

議 長 

それでは、議案書の１ページをご覧ください。 

議案第１号、農地転用許可後の事業計画変更承認および農地法第５条の規定に

よる許可申請について議題とします。 

受付番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、受付番号１番を議案書を基に説明】 

議案第１号、農地転用許可後の変更計画承認申請の申請について説明いたし

ます。 

受付番号１番、申請地の所在は、神埼町城原字○○ ○○番の１５６㎡です。 

本件は、事業計画変更のうち当初の事業計画区域の拡大に該当することになり

ます。 
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転用事業の当初と変更後の申請地、変更申請の理由、変更後の事業継承の用

途や資金については記載のとおりで、完了は令和４年２月２８日の予定です。 

申請地の農振除外は平成２３年１２月に決定済みで、農地区分につきまして

は、申請地は、宅地化の状況が住宅の用若しくは事業の用に供する施設等が連

たんしている区域に近接する区域内の農地で、その規模が概ね１０ｈａ未満で

ある ことから第２種農地に該当し、用地選定を行った上で、周辺の他の土地

に立地することが困難な場合は許可し得るとなります。 

位置図などは２ページから３ページに添付しております。 

申請に必要な書類として、当初と変更後の土地利用計画図、残高証明書があ

り、排水処理や被害防止については、周囲に支障が無いよう計画されていて地

区の同意もあり、問題ないと思われます。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 受付番号１番について、地区担当委員の６番 中原委

員のご意見をお願いします。 

 

６番 中原委員 【地区担当委員の意見】 

６番の中原です。 １号議案の受付番号１番の申請は私の担当地区です。 

変更申請の内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の佐藤推進委員とともに、１２月２２日に現地や申請内容を

確認しましたが、変更内容・変更後の事業計画については妥当であり問題は無

いと思います。 みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

ありがとうございました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですか。 

（なしの声あり） 

議 長 

それでは質疑なしと認め、質疑を終了します。 申請者は退出をお願いしま

す。 おつかれさまでした。 

（議案第１号、受付番号１番の申請者の退室を確認） 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第１号、受付番号１番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は許可するとし、県へ進達することに決

定します。 
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（議案第２号、受付番号１番の申請者が入室、着席を確認） 

（議案第２号 農地法第５条関係） 

議 長 

それでは、議案書の４ページをご覧ください。 

議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請について議題とします。 受

付番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第２号、受付番号１番を議案書を基に説明】 

農地法第５条の受付番号１番の申請について説明いたします。 

申請地の所在は、神埼町田道ケ里字○○ ○○番の外９筆の６,１４４㎡です。 

転用の目的や理由、謙渡人、譲受人、施設の用途や資金などは記載のとおりで

す。 

権利の内容は、所有権の移転で、農振除外は令和２年６月に決定済みであり

ます。 農地区分は、概ね１０ha以上の規模の区域内にある農地に該当するこ

とから第１種農地と判断し、転用許可基準としましては、住宅で集落に接続し

て設置されるものとなります。 

位置図などは６ページと７ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図等があり、資金については

金融機関の融資証明書があり、行政庁などとの必要な事前確認は済んでいて、

周囲に支障が無いよう計画されております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 受付番号１番について、地区担当委員の５番 八谷委

員のご意見をお願いします。 

 

５番 八谷委員 【地区担当委員の意見】 

５番の八谷です。 ２号議案の受付番号１番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の田中推進委員とともに、１２月２６日に現地の状況や転用

の内容を確認しましたが、申請地は、事業目的に適していると思われる土地で、

周囲の営農に支障が無いように計画されており地区の同意もありますので、問

題は無いと思います。 みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

ありがとうございました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

（１０番福田委員挙手） 

議 長 

福田委員どうぞ。 
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１０番 福田委員 

 福田です。 すいませんが、私もここは事前に現地を確認したんですが、現

地は既に造成してあるように見受けられたのですが、いかがでしょうか。 

 

議 長 

私も現地確認しましたが、どうだったですかね。 

 

事務局 

 お答えします。 現地は計画地内に元牛舎であった宅地がありまして、解体

してありますが、その周囲の農地地目も一体的に使ってあった模様でして、申

請前に草刈りなどされていましたので、更地と確認なされたかと思います。 

 

（５番八谷委員挙手） 

５番 八谷委員 

 それは、私も確認しています。 昔牛を飼ってあったので、牛舎解体後は現

状のままだと聞いていました。 

 

１０番 福田委員 

 わかりました。 

 

議 長 

委員、よろしいですかね。 他にございませんか。 

（なしの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 申請者は

退出をお願いします。 おつかれさまでした。 

（議案第２号、受付番号１番の申請者の退室を確認） 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第２号、受付番号１番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本案は許可すると

し、県へ進達することに決定します。 

 

 

（議案第２号、受付番号２番の申請者が入室、着席を確認） 

（議案第２号 農地法第５条関係） 

議 長 

それでは、受付番号２番について、事務局の説明を求めます。 
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事務局 【議案第２号、受付番号２番を議案書を基に説明】 

受付番号２番、申請地の所在は神埼町姉川字○○ ○○番の田１筆９８４㎡

です。 転用の目的や理由、譲渡人、譲受人、施設の用途や資金などは記載の

とおりです。 

権利の内容は、所有権の移転で、農振除外は令和３年１月に決定予定であり、

農地区分につきましては、特定土地改良区の受益地内であることから１種農地

と判断し、転用許可基準としましては、農業従事者の良好な生活環境を確保す

るための施設、集会施設に該当します。 

位置図などは８ページと９ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図等があり、資金については

金融機関の残高証明書が添付されております。 また、行政庁などとの必要な

事前確認は済んでいて、周囲に支障が無いよう計画されております。 説明は

以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 受付番号２番について、地区担当委員の２番 末吉副

会長のご意見をお願いします。 

 

２番 末吉副会長 【地区担当委員の意見】 

２番の末吉です。 ２号議案の受付番号２番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の勝谷推進委員とともに、１２月３０日に現地を確認し、現

地の状況や転用の内容などを勘案し、申請地の隣接地は譲渡人の農地で他の農

地はなく、事業目的に適していると思われる土地で、地区の区長さんや生産組

合長さんの同意もありますので、問題は無いものと思います。 委員のみなさ

まのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

ありがとうございました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですかね。 

（なしの声あり） 

議 長 

それでは、質疑なしと認め質疑を終了します。 申請者は退出をお願いしま

す。 おつかれさまでした。 

（議案第２号、受付番号２番の申請者の退室を確認） 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第２号、受付番号２番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 
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（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本案は許可すると

し、県へ進達することに決定します。 

 

 

（議案第２号、受付番号３番の申請者が入室、着席を確認） 

（議案第２号 農地法第５条関係） 

議 長 

それでは、議案書の５ページをご覧ください。 受付番号３番について、事

務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第２号、受付番号３番を議案書を基に説明】 

受付番号３番、申請地の所在は、千代田町栁島字○○ ○○番の外田６筆の

８，５５６㎡です。 転用の目的や理由、謙渡人、譲受人、施設の用途や資金

などにつきましては記載のとおりです。 

権利の内容は、所有権の移転で、農地区分につきましては、特定土地改良区

の受益地内であることから第１種農地と判断し、転用許可基準としましては、

既存の施設の１／２以内の拡張に該当いたします。 

位置図などは１０ページと１１ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図等があり、資金については

金融機関の融資証明書があり、行政庁などとの必要な事前確認は済んでいて、

周囲に支障が無いよう計画されております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 受付番号３番について、地区担当委員の３番 城野委

員のご意見をお願いします。 

 

３番 城野委員 【地区担当委員の意見】 

３番の城野です。 ２号議案の受付番号３番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の野中推進委員とともに、１２月３０日に現地の状況や転用

の内容を確認しましたが、申請地は、事業目的に適していると思われる土地で、

周囲の営農に支障が無いように計画されており地区の同意もありますので、問

題は無いと思います。 みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

ありがとうございました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですかね。 
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（なしの声あり） 

議 長 

それでは、質疑なしと認め質疑を終了します。 申請者は退出をお願いしま

す。 おつかれさまでした。 

（議案第２号、受付番号３番の申請者の退室を確認） 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第２号、受付番号３番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本案は許可すると

し、県へ進達することに決定します。 

 

 

（議案第２号、受付番号４番の申請者が入室、着席を確認） 

（議案第２号 農地法第５条関係） 

議 長 

それでは、受付番号４番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第２号、受付番号４番を議案書を基に説明】 

受付番号４番、申請地の所在は、千代田町栁島字○○ ○○番の外田、畑合

わせて１３筆になります。農振除外は令和３年１月に決定予定であり、農地区

分につきましては、特定土地改良区の受益地内であることから第１種農地と判

断し、転用許可基準としましては、農業従事者の就業機会の増大に寄与する施

設に該当します。 

位置図などは１０ページと１２ページに添付しております。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図等があり、資金については

金融機関の融資証明書があり、行政庁などとの必要な事前確認は済んでいて、

周囲に支障が無いよう計画されております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 受付番号４番について、地区担当委員の３番 城野委

員のご意見をお願いします。 

 

３番 城野委員 【地区担当委員の意見】 

３番の城野です。 ２号議案の受付番号４番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の野中推進委員とともに、１２月３０日に現地の状況や転用

の内容を確認しましたが、申請地は、事業目的に適していると思われる土地で、

周囲の営農に支障が無いように計画されており地区の同意もありますので、問

題は無いと思います。 みなさまのご審議をよろしくお願いします。 
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議 長 

ありがとうございました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですか。 

（なしの声あり） 

議 長 

それでは、質疑なしと認め質疑を終了します。 申請者は退出をお願いしま

す。 おつかれさまでした。 

（議案第２号、受付番号４番の申請者の退室を確認） 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第２号、受付番号４番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本案は許可すると

し、県へ進達することに決定します。 

 

 

（議案第３号 農地法第３条関係） 

議 長 

次に、議案書の１３ページをご覧ください。 

議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請について審議します。 初

めに議事参与の制限がある議案を審議します。 

受付番号１番は、６番 中原委員が議事参与の制限を受けられますので、委員

の退室をお願いします。 

（６番 中原委員の退室を確認して） 

議 長 

それでは、受付番号１番を審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第３号、議案書を基に説明】 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について説明いたします。 

受付番号１番は所有権の移転で、申請理由などは記載のとおりです。 

申請地の位置図を１５ページに添付しております。 

この申請は、農地法第３条の各号にある許可基準を満たしております。 

説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 ご質疑ありませんか。 



 11 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですか。 

（なしの声あり） 

議 長 

それでは、質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第３号、受付番号１番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本案は、原案のと

おり許可することに決定します。 

それでは、中原委員の入室を許可します。 

（６番 中原委員の着席を確認して） 

 

 

（議案第３号 農地法第３条関係） 

議 長 

それでは、議案第３号、農地法第３条の規定による許可申請の 

受付番号２番と３番を審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第３号、議案書を基に説明】 

説明いたします。 受付番号２番と３番は所有権の移転で、申請理由などは

記載のとおりです。 

各申請地の位置図を、番号２番は１６ページに、３番は１７ページから２０ペ

ージに添付しております。 

この申請は、農地法第３条の各号にある許可基準を満たしております。 

説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 ご質疑ありませんか。 

（質疑・応答） 

（１２番真島委員挙手） 

議 長 

１２番真島委員どうぞ。 

 

１２番 真島委員 

１２番の真島です。 ３番の申請地の中には、資料にもあるとおり現況不能

で道路になっとるけど地番の残っとるのがあっとですね。 これは当人同士は

了解しとってことでしょうが、これでよかとですかね。 
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事務局 

こちらは行政書士が委任を受けて申請業務をされている案件ですが、当人同

士の了解のもと申請されております。 事務局では農地台帳に載ってもおりま

したので、非農地通知も検討しましたが、申請を急ぎたいと希望されたので受

けた次第です。 

 

１２番 真島委員 

 申請者が高齢でもありますし、誰も話のできとっない急いでしてくんしゃい

はわかりますけど、受けたもんがそのまま受けることになっけんですね。 そ

こは勉強しとったがいいと思います。 登記についても勉強してください。 

 

事務局 

はい。 

 

１２番 真島委員 

（登記について発言されたがマイク未使用で録音されていない。） 

 

議 長 

そうですね。 ありがとうございました。 他にはよろしいですか。 

（ありませんの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 それでは、質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第３号、受付番号２番と３番について、許可す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり許可することに決定し

ます。 

 

 

（議案第４号 基盤強化促進法第１８条第１項 所有権移転関係） 

議 長 

次に、議案書の２１ページをご覧ください。 議案第４号、農業経営基盤強

化促進法 第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画 所有権移転関係

について議題とします。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第４号、議案書を基に説明】 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画 所有権移転について説明いたします。 
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農業経営基盤強化を促進する農地売買等事業に基づいて行われる、この農用

地利用集積計画の所有権移転について、総会での議決を求めるものであります。 

議案書２１ページの番号１番は、佐賀県農業公社による農地の買入案件であ

り、土地の所在、所有権の移転をする者の氏名、価額などは記載のとおりです。 

申請地の位置図を２２ページから２４ページに添付しております。 

所有権の移転時期は令和３年２月を予定しております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありません

か。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですかね。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 それでは、質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画 所有権移転関係について、原案

のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

（議案第５号 基盤強化促進法第１８条第１項 利用権設定関係） 

議 長 

次に、別冊の議案第５号をご覧ください。 

議案第５号、農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画 利用権設定関係について議題とします。 

最初に、１ページの総括表について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書の総括表を基に説明】 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画 利用権設定関係について説明いたします。 

この計画は、農業経営基盤強化促進法第１７条に基づき、農業経営基盤強化

促進事業を実施する場合は、同法１８条に、市町村は利用集積計画を作成し、

農業委員会の決定を経て定めなければならない、とされておりますので、総会

での議決を求めるものであります。 

初めに総括表により説明しますので、議案書１ページをお開きください。 

利用権設定関係総括表。 神埼町 新規２件、再設定１件、計３件。 内訳

は、田６筆１１，４３３㎡。 
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千代田町 新規１件、再設定４件、計５件。 内訳は、田１５筆４７，１３

１㎡。 

脊振町 新規４件、再設定２件、計６件。 内訳は、田１２筆１３，７８７

㎡。 

神埼市 合計１４件、 内訳は、田３３筆 ７２，３５１㎡となっておりま

す。 

なお、説明しましたすべての案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項に規定された各要件を満たしていると考えます。 総括表による説明は以上

です。 

 

議 長 

総括表の説明が終わりました。 次に、議案書２ページの、農用地利用集積

計画 神埼町新規の番号１番と２番を審議しますが、番号２番は法人への利用

権設定で、５番 八谷委員が議事参与の制限を受けられますので、委員の退室

をお願いします。 

（５番 八谷委員の退室を確認して） 

議 長 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書を基に説明】 

議案書２ページの、神埼町新規の２番の申し出について説明します。 

 左から、土地の所在、地目、筆数、設定面積、利用権設定を受ける者の住所・

氏名・現在の経営面積、利用権設定をする者の住所・氏名、利用目的・賃借料

など、そして設定期間となっております。 

設定する内容は、田１筆 ２，６８４㎡で、法人との設定となっております。 説

明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありません

か。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですかね。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

それでは、質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、神埼町新規について、原案の

とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本案は、原案のと

おり決定します。 それでは、八谷委員の入室を許可します。 

（５番 八谷委員の着席を確認して） 

 

 

議 長 

それでは、あらためて議案書２ページの農用地利用集積計画 神埼町新規につ

いて審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書を基に説明】 

議案書２ページの、神埼町新規の申し出について説明します。 設定する内容

は、先ほどの審議分と合わせて、田２筆 ４，６７８㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりです。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありません

か。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですかね。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

それでは、質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、神埼町新規について、原案の

とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本案は、原案のと

おり決定します。 

 

 

議 長 

次に、議案書３ページの、農用地利用集積計画、神埼町再設定の番号１番を

審議しますが、これは法人への利用権設定で、５番 八谷委員が議事参与の制

限を受けられますので、委員の退室をお願いします。 

（５番 八谷委員の退室を確認して） 

議 長 

それでは、事務局の説明を求めます。 
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事務局 【議案第５号、議案書を基に説明】 

議案書３ページの、神埼町再設定の番号１番の申し出について説明します。 

設定する内容は、田４筆 ６，７５５㎡で、法人との設定となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりです。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありません

か。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、神埼町再設定について、原案

のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

はい、全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 そ

れでは、八谷委員の入室を許可します。 

（５番 八谷委員の着席を確認して） 

 

 

議 長 

次に、議案書４ページの、農用地利用集積計画、千代田町新規の番号１番を

審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書を基に説明】 

議案書４ページの、千代田町新規の番号１番の申し出について説明します。 

設定する内容は、田２筆 ３，９６０㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりです。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありません

か。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですか。 

（ありませんの声あり） 
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議 長 

ありがとうございます。 それでは、質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、千代田町新規について、原案

のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございます。 全員賛成であります。 よって本案は、原案のと

おり決定します。 

 

 

議 長 

次に、議案書５ページの農用地利用集積計画、千代田町再設定の番号１番か

ら４番を審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書を基に説明】 

議案書５ページの、千代田町再設定の番号１番から４番の申し出について説明

します。 設定する内容は、田１３筆 ４３，１７１㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりです。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありません

か。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですか。 

（なしの大声あり） 

議 長 

はい、ありがとうございます。 質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、千代田町再設定について、原

案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

はい、全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

議 長 

次に、議案書６ページの、農用地利用集積計画、脊振町新規の番号１番から

４番を審議します。 事務局の説明を求めます。 
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事務局 【議案第５号、議案書を基に説明】 

議案書６ページの、脊振町新規の番号１番から４番の申し出について説明しま

す。 設定する内容は、田１０筆 １１，５８９㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりです。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありません

か。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですか。 

（ありませんの声あり） 

議 長 

それでは、質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、脊振町新規について、原案の

とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

議 長 

次に、議案書７ページの、農用地利用集積計画、脊振町再設定の番号１番と

２番を審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第５号、議案書を基に説明】 

議案書７ページの、脊振町再設定の番号１番と２番の申し出について説明しま

す。 設定する内容は、田２筆 ２，１９８㎡となっております。 

その他の内容につきましては記載のとおりです。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありません

か。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですか。 

（なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 
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（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、脊振町再設定について、原案

のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

（議案第６号 空き家等に付随する農地の農地区域指定関係） 

議 長 

次に、別冊の議案第６号をご覧ください。 

空き家等に付随する農地の農地区域の指定について、事務局の説明を求めま

す。 

 

事務局 【議案第６号、議案書を基に説明】 

議案第６号 空き家等に付随する農地の農地区域の指定について説明いた

します。 

 神埼市の空き家・空き地バンク制度に登録された空き家に付随する農地につ

いて、神埼市空き家等に付随する農地の別段面積取扱基準に基づく農地区域の

指定の申請がありました。 

議案書の１ページをご覧ください。 申請地は、千代田町渡瀬字○○の畑１

筆６３㎡で、空き家バンク制度に登録された空き家に隣接しております。 ２

ページには現地写真を添付しております。 

空き家等に付随する農地の別段面積取扱基準に基づき、空き家と共にこの農

地を取得しようとする者が、農地として向こう５年以上耕作などで活用される

ことが見込まれる場合は、農地の取得要件の特例である別段の面積１㎡が適用

される農地区域に指定することを、総会において審議・決定するものでありま

す。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありません

か。 

（質疑・応答） 

（１２番 真島委員挙手） 

議 長 

１２番 真島委員どうぞ。 

 

１２番 真島委員 

あの、空き家に付随する農地の取扱基準については、前に総会で審議して決

定したと思いますけど、それは委員に配ってますかね。 
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事務局 

すいませんが、総会審議に諮ったとき議案はお示しましたが、それだけです。 

 

１２番 真島委員 

ですよね。 なら示してください。 確かに審議したけど何やったかなって

ですね、今回議案の出たけどようわからんでしたからね。 他の委員さんもそ

うじゃなかったでしょうかね。 

 

議 長 

真島さん。 空き家に付いた農地の取扱基準は前の総会で承認してもらいま

したし、全国的に取り組んであって、優良事例もあってこれはいいことだと、

定住促進の推進の面でも農業委員会が貢献できることだと私も思ってます。 

今後も該当する場合は活用していきたいものと思いますのでご理解ください。 

（２番末吉副会長挙手） 

２番 末吉副会長 

 これは、新たな取り組みですけど、こういったことで新規就農と空き家対策

が関連して定住にもつながるのは大いによかことだと思います。 

あの、真島くんは、わからんことがあったなら、議案書も前もって配られと

っけんですね、事務局に確認してみてください。 そのために事前に配られよ

っけんですね。 そしたら事務局も今日皆さんが集まるけん資料を用意しとっ

たかもと思いますよ。 事務局も議決した後にさっと配っとらんばいかんやっ

たと思いますけどね。 以上です。 

 

事務局 

すいませんでした。 近日皆様にあらためて取扱基準を配布させていただき

ます。ご受領、ご確認のことお願いいたします 

 

議 長 

真島さん、よろしいですかね。 

 

１２番 真島委員 

ぜひお願いします。 でも、この議案は私は承認ですからね。 

 

議 長 

他にはよろしいですか。 

（なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 空き家等に付随する農地の農地区域の指定について、

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

（議案第７号 非農地通知関係） 

議 長 

次に、別冊の議案第７号をご覧ください。 

非農地通知の発出について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第７号、議案書を基に説明】 

議案第７号 非農地通知の発出について説明いたします。 

これは、既に非農地判断した荒廃農地のうち、土地の所有者より非農地化の

同意及び申請があったものについて、申請内容の確認や地区担当委員の現地確

認を行い、非農地であると判断し、正式に非農地通知を発出するものです。 

今回非農地通知する土地については、１ページをご覧ください。 名義人、

土地の所在、登記地目、現況地目、面積については記載のとおりです。 

場所については、２ページをご覧ください。 こちらに位置図、広域図など

を記載しております。 

現地は、既に非農地化していることを確認しました。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありません

か。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 非農地通知の発出について、原案のとおり決定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

はい、全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

（議案第８号 非農地判断について） 

議 長 

次に、別冊の議案第８号をご覧ください。 
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非農地判断について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局【議案第８号、非農地判断について説明】 

議案第８号 非農地判断について説明します。 

 今年度の遊休農地調査により、再生利用が困難と見込まれる荒廃農地と判断

した農地地目について、非農地判断を行いたいので、総会での承認を求めるも

のであります。 

 議案書の１ページから３ページに非農地判断する農地地目について、大字ご

との筆数と面積を記載しております。 説明は以上です。 

 

議 長 

事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 何かご質疑ありませんか。 

（質疑・応答） 

（１２番 真島委員挙手） 

議 長 

１２番 真島委員どうぞ。 

 

１２番 真島委員 

１２番の真島ですが、 この非農地としたとこはもう確認せんでよかという

ことですかね。 去年も同じように言ったとは覚えてますけど。 

 

事務局 

 それはですね、結論を申しますと、今後も継続して確認してくださるようお

願いいたします。 

 

１２番 真島委員 

 それと、調査の実施要領では、非農地判断した農地には非農地通知をして農

地から除外するとありますから、非農地判断したない農地じゃなかけんもうよ

かとじゃないの。 そういうことですよね。 

 

事務局 

非農地判断は、毎年この時期に農地利用状況調査を取りまとめた結果により

審議されていただいております。 

ただし、神埼市は国の実施要領に準じて市の実施要領としておりますが、非

農地通知は農地所有者さんからの申請を受けて総会に諮った後に発出してお

ります。 

 これについては、事実を申し上げますと、前年に復旧困難な荒廃農地と判断

いただいいて非農地判断した農地でも、今年は管理農地と判断していただいて

いる農地が多くございます。 その逆のケースもありまして、これは市の判断

だけで非農地通知を発出することはどうかという状況であります。 

（４番野田委員挙手） 
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議 長 

４番 野田委員どうぞ。 

 

４番 野田委員 

４番の野田ですが、これは私の地区が正にこれでして、もともとみかん山だ

ったのが荒廃化して何とかしないといかんと思いますが、復旧はそれこそ受け

手も後継者もいない不足している状況で困難でして、この非農地の話はやむお

えないことだなと、地区で話し合いを促して同意を取ろうかと、今正に思って

いるところなんですよ。 

 

議 長 

 それこそ中山間地は、非農地をして、それで維持していく農地を明確にして

地域で守っていくことをしないと。 獣害も出て耕作できないってところも増

えていますから。 何とか中山間地の農地を守る、農地が難しければ山林化し

て、補助金など活用して植林してですね。 

 

４番 野田委員 

 まあ、植林もですが、地区では有志で組織作って遊休農地に桑を植えて市と

特産品化を目指してあるし、そういう風に遊休地を解消して活かすのは大事で

すが、今活用している農地をどう守るか話し合うときに非農地化を皆で理解し

て進めていかんといかんなと思っとりますね。 

（８番國部委員挙手） 

議 長 

８番 國部委員どうぞ。 

 

８番 國部委員 

 ８番の國部です。 山間地では荒廃農地が大変だと思いますが、私のところ

の遊休農地があって周りの農地によくないですから、それを私が所有者の了解

とって、所有者といっしょに草刈りしてトラクターですいたですよ。 

 

事務局 

 國部委員さんがおっしゃったことは、先日活動報告でいただいて、自ら解消

活動の実践していただいて、大変ありがたいことです。 

 

４番 野田委員 

遊休農地の解消は、所有者の理解があったら話のできると思いますが、農地

をどうするかは個人の権利って強く思っちゃったりでなかなか簡単じゃなく

て、中には無届転用もされたりして、そこは、所有者さんの意識調査が必要じ

ゃないでしょうかと思いますね。 

（５番中原委員挙手） 

議 長 

５番 中原委員どうぞ。 
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５番 中原委員 

 ５番の中原ですが、私も遊休農地の多い地区を担当してますが、立地で遊休

地化はやむおえないって農地もありますけど、所有者にいくら解消してってこ

っちが言っても、どう思ってあるか、それこそ話しもできないところはわから

んですから、所有者の意向を調査するってことは必要と思います。 

（７番樋口委員挙手） 

議 長 

７番 樋口委員どうぞ。 

 

７番 樋口委員 

 ７番の樋口です。 私のとこの法人では地域の農地の借り受けをしてますが、

とにかく所有者の意向を把握するのは重要ですね。 同意取らんと何もできま

せんから。 

 調査をするとは事務局は大変でしょうけど、私たちが一人ひとりに聞いて回

っとも限界のあっですから、やらんよりはやるごと考えてもらいたかですね。 

（９番森田委員挙手） 

議 長 

９番 森田委員どうぞ。 

 

９番 森田委員 

 森田ですが、意向調査はよかと思いますが、非農地化を進むっともちゃんと

所有者に伝えんといかんですよね。 理解を得るために通知するとも方法じゃ

なかかと思いますけど。 

 

議 長 

そうですよね。 事務局は非農地通知して判断の変わるのがって言ってあっ

たけど、非農地よって伝えていかんとわからんですよね。 

 

事務局 

 それは考えています。 今までできていないですけど、非農地該当通知を出

すべきところができていないので取り組みたいと思ってはおります。 

 もう一つは、委員さんが地区で推進のためのお話をやっていただいていると

ころがありますので、非農地化を推進できる地区を決めて非農地通知を行うべ

きかとも検討しております。 

 そして意向調査についてですが、平成２６年と２７年には市内の所有者さん

に実施しております。 ただその時の回収率が５０％にもいかなくて、そして

市外の方とかは調査できませんでしたので、やるならばしっかり準備してやら

んばと思っております。 ただし、我々のマンパワー不足は皆さんもご存じの

とおりでして、なんとかできればと思っております。 調査の周知や回収など

皆さまにご苦労を強いるようになりそうなのは申し訳ないのですが。 

（１２番 真島委員挙手） 
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１２番 真島委員 

 ええとですね、さっきも言いましたけど実施要領に決まっているならやった

らいいと思いますけどね。 通知して。 そう思いますがね。 

 

事務局 

 委員のご協力をいただきながら推進していきたいと思います。 はい。 

（２番末吉副会長挙手） 

議 長 

末吉さん、いいですか。 

 

２番 末吉副会長 

 これは、非農地通知も意向調査も簡単にやれるものじゃなかろうし、しかし、

意向を調査ができたら、その結果私たちがやらなくてはならないわけですよね。 

 私たちの地区は今法人への集積が進められているので、そういった機会に少

しでも話し合ったり、聞くことができればと思います。 

 

議 長 

そうですね。 各委員も日頃の地域での聞き取りが重要だと思っていただい

て、ご活動いただくようお願いいたします。 

 

事務局 

皆さんにご協力をいただきながら推進していけるようにしたいと思います。 

 

議 長 

それでは、そろそろよろしいですか。 他に質疑などはありませんか。 

（無言） 

議 長 

いいでしょうか。 では、質疑なしと認め質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 非農地判断について、原案のとおり決定することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

（報告第１号 農地法第１８条第６項の通知関係） 

議 長 

次に、別冊の報告第１号をご覧ください。 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知の確認についての報告

です。 事務局の説明を求めます。 
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事務局 【報告第１号、報告書を基に説明】 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について報告

いたします。 

農地法第１８条第１項ただし書きの第１号に該当する場合は、農業委員会に

通知しなければならないとなっていますので、受理したものを報告いたします。 

受付番号の１番から８番は、農業経営基盤強化促進法や農地中間管理事業を

活用した賃貸借契約の合意解約です。 報告は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 ご質疑ありませんか。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいですか。 

（なしの声あり） 

議 長 

それでは、無いようですので報告第１号については報告のとおりです。 

 

議 長 

以上で、本総会に付議された議案の審議は、全て終了しました。 

これをもちまして、令和３年 第１回神埼市農業委員会総会を閉会します。 

ご審議ありがとうございました。 

 

１１時００分 閉 会 

 


